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○おいらせ町特定用途制限地域に関する条例施行規則 

令和３年３月15日 

規則第５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、おいらせ町特定用途制限地域に関する条例（令和３年おいらせ町条例

第３号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（特例許可の建築物の土地） 

第２条 条例第８条第１項（条例第９条において準用する場合を含む。以下同じ。）の規定

により町長が許可する建築物の立地については、地形、環境等の自然条件、雇用、交通、

土地利用及び産業等の社会経済条件を総合的に勘案し、認めた土地であることとする。 

（特例許可の申請等） 

第３条 条例第８条第１項の規定による特例許可（以下「特例許可」という。）を申請する

者は、建築物特例許可申請書（様式第１号）又は工作物特例許可申請書（様式第２号）（以

下これらを「許可申請書」という。）に、次に掲げる書類を添付して町長に２部提出しな

ければならない。 

(1) 位置図 

(2) 配置図 

(3) 各階平面図 

(4) 求積図 

(5) ２面以上の立面図 

(6) 現況写真 

(7) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理の用途に供する建築物については、工場等調書

（様式第３号） 

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 

（許可） 

第４条 町長は、特例許可をしたときは、許可通知書（様式第４号）に当該特例許可に係る

許可申請書及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。 

２ 町長は、特例許可をしないときは、不許可通知書（様式第５号）に当該特例許可に係る

許可申請書及びその添付書類を添えて、申請者に通知するものとする。 

３ 第１項に規定する許可通知書は、交付日以降に当該許可に係る敷地における特定用途制

限地域について都市計画の変更告示が行われた場合、その効力を失うものとする。 
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（特例許可に係る事項の変更許可申請） 

第５条 特例許可を受けた者は、当該特例許可に係る建築物又は工作物の工事が完了する前

に、当該許可に係る事項の変更（ただし、次条に定める軽微な変更を除く。）をしようと

するときは、変更許可申請書（様式第６号）に、当該特例許可に係る許可通知書の写し及

び第３条に掲げる添付書類のうち当該変更に係るものを添えて、町長に申請しなければな

らない。 

２ 前条の規定は、前項の場合にこれを準用する。この場合において、同条第１項及び第２

項中「特例許可」とあるのは「変更許可」と読み替えるものとする。 

（軽微な変更） 

第６条 前条第１項に規定する軽微な変更は、建築基準法施行規則（昭和25年建設省令第

40号）第３条の２第１項又は第４項に規定するものとする。 

２ 特例許可を受けた者は、前項の軽微な変更をしたときは、遅延なく、変更届出書（様式

第７号）に、当該特例許可に係る許可通知書の写し及び第３条に掲げる添付書類のうち当

該変更に係るものを添えて、町長に届け出なければならない。 

（許可の取消し） 

第７条 町長は、偽りその他不正の行為により特例許可を受けた者及び条例第８条第１項に

規定する要件に違反した者に対して、特例許可取消通知書（様式第８号）の交付により、

その特例許可を取り消すことができる。 

（証明書の交付） 

第８条 条例の規定に適合していることを証する書面の交付を受けようとする者は、証明申

請書（様式第９号）に第３条各号に掲げる書類を添えて、町長に提出することができる。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から起算して９月を超えない範囲内において、都市計画法第20条

第１項の規定によるおいらせ都市計画特定用途制限地域の決定の告示の日から施行する。 
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様式第１号（第３条関係） 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第４条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第６条関係） 

様式第８号（第７条関係） 

様式第９号（第８条関係） 

 


